
�愛媛県選挙管理委員会告示第７２号
平成２２年１０月３０日愛媛県議会議長から公職選挙法（昭和２５年法律

第１００号）第１１１条第１項第４号の規定による愛媛県知事の退職の申

立てがあった旨の通知があったため、同法第１１４条の規定による愛

媛県知事選挙を行うべき事由が生じた。

平成２２年１１月１日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健
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�愛媛県選挙管理委員会告示第７３号
愛媛県知事選挙を行うことに伴い、この告示の日の翌日から当該

選挙の期日までの間、県内においては、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法

律第１６２号）及び市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年法律

第５９号）並びにこれらの法律に基づく政令の規定によるすべての直

接請求又は解職の請求のための署名を求めることができない。

平成２２年１１月１日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

発 行 愛 媛 県
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